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D-499 大腸内視鏡検査「上行結腸及び盲腸」（翌日の大腸内視鏡検査「S

状結腸」） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、大腸内視鏡検査「上行結腸及び盲腸」の翌日の「下行結腸

及び横行結腸」又は「S状結腸」の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 大腸内視鏡検査「上行結腸及び盲腸」は「下行結腸及び横行結腸」及び

「S 状結腸」の観察を含んでいるため、医学的必要性がある場合を除き、

翌日の算定は一連と判断し認められないと整理した。 

 


